
「小さな拠点」の形成について

資料２



１．「小さな拠点」の背景

（小田切徳美明治大学教授資料より）
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■農山村の性格：「強くて、弱い」（矛盾的統合体）
⇒その「つばぜりあい」が現在の局面

高齢化率50％

Ⅱ 農山村の実態
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■地域再生－ふたつの段階（新潟県中越地震復興の経験）

１．寄り添い型支援段階 （足し算のサポート）
２．地域づくり段階＝事業導入型段階 （かけ算のサポート）

逆臨界点

臨界点

復興段階（寄り添い型支援）
地域づくり段階
（事業導入型支援）

このプロセスが
重要

Ⅲ 農山村再生戦略－地方創生とは？－
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■農山村再生＝「地域づくり」
※主体・場・持続条件の３要素の組み立て

ま

ち

ひ と
し
ご
と

Ⅲ 農山村再生戦略－地方創生とは？－
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①主体形成（暮らしのものさしづくり）
・地域づくりの最重要要素

＝地域に対する当事者意識（not危機意識）
→自らの暮らしをめぐる独自の価値観の再構築
＝「暮らしのものさしづくり」
ex.地域の歴史・文化・自然（郷土料理、景観・・・）

・その契機
１）公民館運動
２）地域づくりワークショップ（地元学）

Ⅲ 農山村再生戦略－地方創生とは？－

5



②場の形成（暮らしの仕組みづくり）
１）ソフト＝コミュニティの再生

集落の位置づけが重要
２）ハード＝生活インフラの整備

医療、教育、生活交通等

③持続条件の形成（カネとその循環づくり）
１）公共事業に依存しない地域産業の育成
２）地域内再投資（岡田知弘氏）
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Ⅲ 農山村再生戦略－地方創生とは？－



２．「小さな拠点」の形成の取組について
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○まち・ひと・しごと創生基本方針 2015（平成 27年 6月 30日）

（小さな拠点関係資料） 

Ⅱ．地方創生の基本方針－地方創生の深化－ 

２．「地方創生の深化」を目指す－ローカル・アベノミクスの実現－ 

①「稼ぐ力」を引き出す（生産性の高い、活力に溢れた地域経済の構築）

②「地域の総合力」を引き出す（頑張る地域へのインセンティブ改革）

地方創生のためには、従来の「縦割り」の取組を排し、様々な分野における官民協働

や地域間連携、政策間連携を図ることにより、「地域の総合力」が最大限発揮されること

が必要である。こうしたことに向けて「頑張る地域」を支援する観点から、日本版 CCRC

構想の実現（移住支援とコミュニティづくり）や地方都市におけるコンパクトシティの

形成（官民協働のエリアマネジメント）、中山間地域等における「小さな拠点」の形成

（集落生活圏の維持）等を推進していくことが重要である。 

③「民の知見」を引き出す（民間の創意工夫・国家戦略特区の最大活用）

３．新たな「枠組み」「担い手」「圏域」づくり 

①新たな「枠組み」づくり

②新たな「担い手」づくり

③新たな「圏域」づくり

地方創生の深化のためには、地域の生活経済実態に即した新たな「圏域」づくりに取

り組む必要がある。この圏域は、「広域圏域」から「集落生活圏」までを含めた多様なも

のが考えられる。 

  「広域圏域」という観点からは、連携中枢都市圏や定住自立圏の形成等を積極的に推

進するとともに、今後、広域的な経済振興施策を担う官民連携組織が形成されることが

期待される。また、中山間地域等においては、「小さな拠点」の形成により、一体的な日

常生活圏を構成している「集落生活圏」を維持することが重要となる。この場合、人口

減少や経済力の低下等により地域の生活サービスや介護サービスの存続が危ぶまれる

地域においても、対症療法的な対策だけでなく、その地域の経済力を維持させるコミュ

ニティビジネスの展開も並行して行い、自立的・持続的な地域づくりに取り組む必要が

ある。 

Ⅲ．地方創生の深化に向けた政策の推進 

 国の総合戦略では、４つの基本目標が掲げられ、それぞれについて具体的な数値目標や

施策が盛り込まれている。今後、地方創生の深化に向けて、以下の考え方に沿って取組を

進めていくものとする。 
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４．時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 

（２）「小さな拠点」の形成（集落生活圏の維持） 

   「小さな拠点」の形成に向けた取組を行う場合、土地利用や施設配置に係る取組に

とどまらず、集落生活圏において必要な生活サービスの提供、収入を得るための事業

が将来にわたって継続できるようにすることが重要である。その際、①地域住民が自

ら主体的に地域維持のための取組に参画すること、②持続可能な取組とするためには、

域内サービス提供の事業と同時に域外からの収入確保のための事業を併せて行うこ

と、③事業を実施する上で、地域住民、事業経営体などの参画・能力の活用に加え、

UIJターンなど外部人材の導入や専門人材等によるサポートが求められる。 

①地域住民による集落生活圏の将来像の合意形成

「総合戦略」が対象とする５年間のうちに、今後の地域の在り方、事業の

取組方向について、集落生活圏単位で地域住民が主体的に参画し、地域の将

来ビジョンを盛り込んだ「地域デザイン」（今後もその集落で暮らすために

必要な、自ら動くための見取り図）を策定し、事業に着手することが求めら

れる。「地域デザイン」は、「地方版総合戦略」に反映されることが望ましい。 

【具体的取組】 

◎ワークショップを通じた地域住民による将来ビジョン（「地域デザ

イン」）の策定 

・市町村のサポートや、ファシリテーターなど外部専門人材や地域人

材、公民館等を活用し、地域住民が主体となって、今後の地域の在

り方について学び考えていくワークショップの実施を推進する。そ

の際、地域の現状や展望を整理する「地域点検カルテ」の作成を推

進するとともに、「地域デザイン」の策定・実行まで長期間を要し得

ることを踏まえて支援する。 

②地域の課題解決のための持続的な取組体制の確立

持続可能な地域づくりのために、「地域デザイン」に基づき、地域住民自

らが主体となり、役割分担を明確にしながら、生活サービスの提供や域外か

らの収入確保などの地域課題の解決に向けた事業等について、多機能型の取

組を持続的に行うための組織（地域運営組織）を形成することが重要である。 

【具体的取組】 

◎地域運営組織の形成及び持続的な運営 

・先発事例を体系的に整理・提供するとともに、交付金や各府省庁の

モデル事業、外部人材（導入には「地域おこし協力隊」や人材還流
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事業等を活用）を有効に活用し、取組体制の構築から事業の着手ま

でを支援する。 

・地域運営組織の法人格の取得、組織・人材・拠点の一体的な取組、

データに基づく分析等の円滑な実施に向け、実態に応じ環境整備を

図る。 

③地域で暮らしていける生活サービスの維持・確保

日常生活に必要な機能・サービスを集約・確保し、周辺集落との間を交通

ネットワークで結ぶとともに、地域住民のニーズに対応した、地域の運営組

織等が提供する生活サービスの多機能化、生活サービスを持続していくため

の物流システムの構築等を推進することが重要である。 

【具体的取組】 

◎生活サービスの集約・確保やネットワークの維持等の推進 

・先発事例の整理・情報提供等により改正地域再生法に基づく取組を

推進する。 

・拠点施設における福祉サービスのワンストップ化を推進する。 

・住民の買い物等を支える円滑な物流のため、運送各社等が連携した

新たな共同配送スキームの構築やボランタリーチェーン等との連

携、安定的な石油製品の供給システムの確立を推進する。 

・域内の人・モノの複合的かつ効率的な輸送システムの構築や、特区

等において自動走行などの近未来技術の実証等を推進する。 

・学校統合を検討する場合、小規模校存続を選択する場合、休校した

学校を活用・再開する場合に対応して、その検討に資する手引の更

なる周知を図るとともに、活力ある学校づくりに向けた支援の拡充

を図る。 

④地域における仕事・収入の確保

コミュニティビジネスを振興し、小さくとも地域に合った自立的な事業を

積み上げ、地域経済の円滑な循環を促す。その際、地域資源を活用しながら

複数の事業を組み合わせて実施する取組と横断的なビジネスを実行する人

材の確保を推進する必要がある。 

【具体的取組】 

◎地域資源をいかしたコミュニティビジネスの振興 

・地域の特性をいかした農林水産物の生産や６次産業化による高付加

価値化、観光資源や「道の駅」等を活用した都市との交流産業化、

再生可能エネルギーの導入等多機能型の事業の振興、創業、継業を
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推進する。 

・人材の地方への還流や外部人材の確保・活用を推進する。 

⑤中山間地域等における施策の位置付け

中山間地域等においては、その多面的機能の発揮を促進する施策と併せ、

自立的発展を促進する必要がある。 

【具体的取組】 

◎各省施策の連携等による取組の推進 

・関係府省庁が連携し、先発事例の紹介、改正地域再生法に基づく「小

さな拠点」の形成に係る土地利用計画等への特例措置、モデル事業

などの各府省庁の事業等を実施し、全国的な横展開を推進する。 

・将来にわたって地域で組織・事業を運営できる人材、地域の取組を

サポートできる人材の大学等における体系的な育成を推進する。 
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（参考） 

○まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 26 年 12月 27 日）

（小さな拠点関係資料） 

Ⅰ．基本的な考え方 

１．人口減少と地域経済縮小の克服 

２．まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立 

（１）しごとの創生 

（２）ひとの創生 

（３）まちの創生 

「しごと」と「ひと」の好循環を支えるためには、人々が地方での生活やライフスタ

イルの素晴らしさを実感し、安心して暮らせるような、「まち」の集約・活性化が必要

となる。また、それぞれの地域が個性を生かし自立できるよう、ＩＣＴを活用しつつ、

まちづくりにおいてイノベーションを起こしていくことが重要である。 

このため、中山間地域等において地域の 絆
きずな

の中で人々が心豊かに生活できる安全・

安心な環境の確保に向けた取組を支援するとともに、地方都市の活性化に向けた都市の

コンパクト化と公共交通網の再構築をはじめとする周辺等の交通ネットワーク形成の

推進や、広域的な機能連携、大都市圏等における高齢化・単身化の問題への対応、災害

への備えなど、それぞれの地域の特性に即した地域課題の解決と、活性化に取り組む。 

◎「まちの創生」の政策パッケージ 

＜「しごと」と「ひと」の好循環を支える、「まち」の活性化＞ 

「しごと」と「ひと」の好循環を支えるためには、「まち」に活力を取り戻し、人々が

安心して暮らす社会環境をつくり出すことが必要である。こうした「まちの創生」を目

指し、国が地方公共団体においてそれぞれの実情に応じた戦略を策定・推進することを

支援する「政策パッケージ」は、以下のものである。 

（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を 

連携する 

（ア）中山間地域等における「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成 

【施策の概要】 

中山間地域等では、人口減少に伴い、住民の生活に必要な生活サービス機能（医療・

介護、福祉、教育、買物、公共交通、物流、燃料供給等）の提供に支障が生じてきてい

るが、サービス提供体制については、例えば福祉の分野では、高齢者福祉、障害者福祉、
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児童福祉など各制度に基づきサービスが縦割りで提供されており、効果的・効率的なサ

ービス提供体制を構築する必要があるほか、地域交流・地域支え合いの拠点としての機

能を強化する必要がある。そのため、基幹となる集落に、機能・サービスを集約化し、

周辺集落とのネットワークを持つ「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）において、

各種の生活支援サービスを維持することなどにより、心豊かな地域コミュニティの形成

を図る必要がある。 

なお、国が 2020 年までに達成すべき具体的な重要業績評価指標（KPI）は、「小さな

拠点」（多世代交流・多機能型）の形成数とするが、具体的な数値は、各地方公共団体が

策定する「地方版総合戦略」を踏まえ設定する。 

◎ (4)-(ア)-① 「小さな拠点」（多世代交流・多機能型拠点）の形成 

中山間地域等において、生活・福祉サービスを一定のエリア内に集め、周辺集落

と交通ネットワーク等で結ぶ「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）を形成し、

持続可能な地域づくりを推進する。 

そのため、市町村において、土地利用計画の要素とサービスを維持するための

体制づくりの内容を持つ「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）整備の構想を策

定し、この構想に基づき、基幹集落への各種機能・サービスの集約や周辺集落との

交通ネットワークの確保等「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成を推進

していく。同時に、事業主体が活動しやすいよう、重複の排除を進めつつ、補助制

度や規制の必要な見直しを図るとともに、窓口の一元化を推進する。金融機関に

おいては、必要に応じ経営支援等を実施する。また、文化・芸術、スポーツ、生涯

学習活動などにより、地域コミュニティの活性化を図る。医療・教育・雇用・行政・

農業等の幅広い分野で ICT の利活用を推進するとともに、地域の通信・放送環境

の整備を推進する。今後、「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）に関する仕組み

の検討や市町村における拠点整備の構想の策定を進めつつ、「小さな拠点」（多世

代交流・多機能型）のモデルづくりを実施し、おおむね５年後までに市町村におけ

る「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の本格的な形成・運営を進めていく。 

13



「小さな拠点」（多世代交流・多機能型）の形成

中山間地域等において、生活・福祉サービスを一定のエリア内に集め、周辺集落と交通ネットワーク等で結ぶ「小さな拠
点」（多世代交流・多機能型）を形成し、持続可能な地域づくりを推進

【福祉拠点の整備】
○縦割りを排除し、地域交流、地域支
え合いの拠点として、多世代交流・
多機能型福祉拠点を整備

小さな拠点（多世代交流・多機能型）の構想
（土地利用計画＋サービスの提供体制）

【施設の集約】
○廃校舎等の既存公
共施設を活用して行
う施設の集約・再構
築、「道の駅」にお
ける地域拠点機能の
強化

【交通・輸送や買物
機会の確保】
○コミュニティバス
やデマンド交通等
による移動手段の
確保や、宅配など
の買物支援サービ
スの維持・改善

【燃料の供給】
○地域コミュニティに必要な燃料
供給維持のためサービスステー
ションの経営基盤強化等

【地域コミュニティ
の活性化】
○文化・芸術、ス
ポーツ活動、学習
活動の推進等によ
る 地 域 コ ミ ュ ニ
ティの維持・活性
化

【 ICTの利活用・環
境整備の推進】
○ICTの利活用・環
境整備の推進によ
る地域サービス水
準の維持・向上

地域における取組例

市

町

村

策
定

集落

集落

集落

集落

事業主体

国による支援のパッケージ化

郵便局・ATM

小学校

ガソリンスタンド

福祉拠点

各
種
機
能
の
集
約
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

基幹集落

道の駅

公民館

実施

売店・農産物等
の直売所

交通
ネットワーク構築
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◎中山間地域等において、将来にわたり持続的に集落で暮らせるようにするため、地域住民自らが主体

的に地域の将来プランを策定。

◎必要な生活サービス提供の事業や域外からの収入確保の事業を将来にわたって継続できるような

「小さな拠点」の形成（集落生活圏を維持するためのサービス集約化と周辺集落との交通ネットワーク

化）を図る。【地域再生法改正H27.6成立】

○地域住民による集落生活圏の将来ビジョン（地域デ

ザイン）の策定
・ワークショップを通じて住民が主体的に参画・合意形成

○地域住民が主体となった持続的な取組体制（地域

運営組織）の形成
・地域デザインに基づき、住民や地場企業が役割分担を
明らかにしながら、事業に取組む体制を構築

○日常生活に必要な機

能・サービスの集約･確

保、周辺集落との交通

ネットワークの確保

○地域に合った多機能型

のコミュニティビジネ

スの振興、地域経済の円

滑な循環の促進

意識の喚起

体制の構築

生活サービスの
維持・確保

地域における仕事・
収入の確保

取組イメージ

「小さな拠点」の形成（集落生活圏の維持）

集落生活圏

集落 集落

集落

集落

旧役場庁舎

スーパー
跡地

郵便・ATM 小学校

ガソリン
スタンド

道の駅

例：旧役場庁舎を
公民館等に活用

例：コミュニティバス等により交通手段を確保

例：道の駅に直売所等を併設

診療所

例：付加価値の高い
農林水産物加工場

例：地域資源を活かした作物
を栽培、道の駅で販売

例：集落の女性組織による
６次産業化商品の開発

例：小学校の空きスペースや
廃校舎を福祉施設等に活用

例：撤退後のスーパーを
集落コンビニ等に活用
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３．各地の取組事例
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㈱ほっといん鳥海（秋田県由利本荘市鳥海町笹子地区）の取組

道の駅 清水の里・鳥海郷（左）と農産物加工施設（右）

地域概要・背景

○従来の各種施設は老朽化する一方、高齢化の進行に伴い医療・福祉サービスのニーズ

は高まり、道路整備が進み、冬季も通年通行可能な国道が整備

取組概要

○H16に国道・県道の結節点に高齢者福祉施設・道の駅を設置

○H18以降から老朽化した診療所・公民館・市出張所を順次移設し、機

能の集約化を進め、現在、上記に加え、小学校、保育園、JA支所、郵便

局、スーパー、ガソリンスタンドなど、生活に必要なサービスを1キロ圏

内に集約

○各集落から拠点までは市がコミュニティバスを運行。住民の要望を踏

まえ、利便性に工夫

○笹子地区（1770人）を対象とした施設である

が、診療所は年間約6500人が利用し、週3回

の診療が行われ、福祉施設は年間約800人

週6回デイサービス等を提供するなど集約

することで住民のニーズに合い、かつ効率的

なサービスの提供が可能となっている。

○道の駅は旧鳥海町が55%出資して設立した

第3セクターの㈱ほっといん鳥海が運営

取組効果

じねご

（集約化・交通ネットワークにより施設の利用率向上）

道の駅、物販
施設、診療所
福祉施設、バ
ス停等を集約

17



㈱田園プラザ（群馬県川場村）の取組

18



地域概要・背景

取組概要

○昭和61年秋、国や県市の補助金の受け皿として熊地区活性化推進協議会が設立された。
地元負担金は、財産区の木材（昭和初期、村の財源確保のため購入した40町歩の山林）を
売却して充てられた。全て公費で賄われたことから、熊地区の全戸（306戸）が加入。
○昭和62年、農産加工の活動を続けてきた31名の女性たちが集まり、農産物の加工を行う
グループ「くんま水車の里」を立ち上げ、商品開発、運営資金調達と広報活動を展開。
○昭和63年に農産物加工・販売施設「村おこしくんま水車の里」が完成し、その中に農産物
販売とそばを中心とした食事処「かあさんの店」が開店した。
○平成12年熊地区活性化推進協議会、くんま水車の里、かあさんの店の３組織を統合し、
ＮＰＯ法人「夢未来くんま」を設立した。現在のＮＰＯ法人としての会費は、入会金１戸1,000
円、年会費一人100円で、520人が加入。
○運営母体として「ゆめまちづくり委員会」があり、４つの組織で事業を実施。
・水車部：そばを中心と した郷土料理の「かあさんの店」、農産加工の「水車の里」、物産館
「ぶらっと」での地産品加工・販売、体験実習、イベント出店など（年間 7～8万人を集客）。
・しあわせ部：給食サービス、生きがいデイサービス「どっこいしょ」の運営
・いきがい部：まちづくり交流推進事業（ホームステイ、グリーン ツーリズム等）
・ふるさと部：環境保全活動（こども対象の体験型学習の提供等 市 の委託事業）

○NPO法人では、コミュニティービジネスの部門（水車部）で稼いだ資金を他の３

部門（しあわせ部、いきがい部、ふるさと部）に供与し、福祉や交流事業・環境保

全に活用。この仕組みにより、様々な地域サービスを行えるようになった。

取組効果

○熊地区は、かつて秋葉山・鳳来寺街道と善光寺・奥山街道の交わる宿場町。

○昭和30年に2508人あった人口は、昭和60年には1178人と半減していた。

ＮＰＯ夢未来くんま（静岡県浜松市天竜区熊地区）の事例
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ＮＰＯ雪のふるさと安塚（新潟県上越市安塚区）の取組

新潟県上越市安塚区の位置

地域概要・背景

○ 地区人口： 2,726 人 高齢化率41％ 【H26.5 現在】

○ 現在の上越市は、平成17年に1市6町7村の合併により誕生。全国有数の豪雪地帯

取組概要

○ 合併により、「安塚」の個性が新市に埋没することを危惧する声が高まる

→ まちづくりのため、８割の世帯が会員登録した「ＮＰＯ雪のふるさと安塚」を設立（H16）

○ 旧町民会館を活用し、住民活動の拠点となる「安塚コミュニティプラザ」を設置（H17）

→ 半径300m内に、行政庁舎、商工会、郵便局、診療所、銀行、JA等がある地域

→ 上記NPOがコミュニティプラザを管理運営

→ ホール・会議室の他、調理室や談話スペースも整備

○ NPOでは、高齢者や障害者等を対象とした「有償ボランティア」事業を実施

→ 屋根の雪下ろし、草刈り、福祉有償運送（１km100円）を実施

○ 農業振興会から委託を受け、集落の共同作業を補助する「安塚棚田応援隊」

を派遣する事業も手がける。

○ 合併後も、きめ細かい目配りやまちづくり活動を維持・継続

○ 上記NPOは、平均で年間約4,500万円の事業収入があり、概ね黒字運営

○ コミュニティプラザの利用数：年間１万３千人

取組効果

合併を前に旧町世帯の８割が参加したＮＰＯを設立。旧町民会館を拠点として、旧町全体を対象とした高齢者支援や
集落活動支援、交流・文化活動支援、子育て支援、福祉有償運送など、多彩な生活サービスを展開

拠点の周辺地図

やすづかく
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㈱ネットワーク平屋（京都府南丹市美山町）の事例

経緯 ・面積のほとんどが森林で、薪炭・材木・養蚕が主産業
・林業の衰退の中、キノコ・山菜の栽培・加工を行うが、過疎化が進行
（１０１８２人(1955) → ５１３３人(2002年) → ４４５９人(2012年) ）
・1970年代以降、行政主導で①農林業の振興、②観光振興・都市との交流による

活性化を推進（1970～2000年頃）

①農事組合設立、農業補助事業の活用（ほ場整備・施設整備・畜産振興等）
②かやぶき民家等地域資源を活かした観光振興（キャンプ場、体験施設、温泉整備）

移住者の受入体制

取組 ・JA店舗の跡に住民出資の（有）ネットワーク平屋（現在は株式会社）
を立ち上げ、各種サービス（日用品の販売・農地・保全特産品開発
・福祉活動等）を実施

・この他、旧村単位で行政・住民が協力して振興会を立ち上げ、
行政代行・人材センター・高齢者見守り等を活動

・町の中心部に位置する平屋地区において道の駅を中心に行政
窓口・店舗・診療所・福祉センター・金融等の機能を集約して

「小さな拠点」を形成（道の駅は市及び美山ふれあい広場活性化
連絡協議会が運営）

・生活機能の集約・維持（医療・福祉・買物・行政窓口・金融等）
・㈱ネットワーク平屋による商店経営の継続・発展
（道の駅を利用して観光客向けにも販売。売上約1.5億円（開始時の1.5倍）、利用者約12万人）
・移住者の増加（毎年、数名～10名程度受入れ）

取組効果

京都府
南丹市の位置

拠点周辺の位置図

・地域活性化の成果の一方、人口減少・高齢化は引き続き進展。JAの店舗（3か所）が
撤退（98年）

Before

After

○70年代

農業振興
補助事業の導入

○88年
農村アメニティコンクール
優秀賞受賞
・観光施設の整備
・移住者の増加
○98年
JA店舗3か所撤退
住民出資会社設立、活動
○01年
集落ごとに住民・行政によ
る振興会を立ち上げ
この頃から中心部の平屋
地区に機能を集積
・保健福祉センター（H9）
・診療所（H11）
・直売所（H14）
・道の駅（H17）
・デマンドタクシーの運行
（H23）
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ＮＰＯきらめき広場（岡山県新見市哲西地域）の取組

地域概要・背景

○ 哲西町（当時）は、H4から2年かけて、住民代表と共に「まちづくり計画」を策定

○計画には、道の駅の整備と老朽化した庁舎の移設が位置づけ

取組概要

○哲西町は、まちづくり計画に従い、H9に道の駅「鯉が窪」を整備

道の駅には、物産販売、飲食店、製粉・製パン施設、体験交流などの機能を付与。

道の駅は現在、市民株主で構成する民営会社が運営。

○また、H9に中学生以上の全住民にアンケートを実施

○アンケート結果を基に住民代表と協議を行い、最もニーズが高かった「診療所」や

「保健医療の充実」を中心に、町庁舎、診療所、保健福祉センター、文化ホール、

金融（ATM）、図書館等、多数の機能を備えた「きらめき広場・哲西」を整備（H13）

○１市４町が合併することで従来のきめ細やかなサービスが低下する懸念からH16
にNPOきらめき広場が設立。NPOでは福祉有償運送の他、図書館や子育て広場の

運営受託。

○拠点と各集落との間を運行する市営バスのほか、デマンドバスが地区ごとに曜日

を変えて週1回ずつ運行している

○基礎的な生活サービスをワンストップで受けられるだけでなく、「子育て広場」や

「地域づくりフォーラム」なども開催される交流拠点としての機能も果たす

○H23のきらめき広場利用者は約6万人。これは地域住民１人あたり年間20回

程度利用していることになる数値であり、ワンストップの拠点形成により、

効率的なサービス提供が可能となっている。

取組効果

岡山県
新見市
の位置

道の駅「鯉が窪」

拠点周辺の位置図

保健福祉センター

こ い が く ぼ

てっせい
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あば村運営協議会（岡山府津山市阿波地区）の事例

地域概要・背景

○ 地区人口： 563 人 （229世帯） 高齢化率：43.7％ 【H27.1.1 現在】

○ 平成17年に、阿波村から津山市へ合併

○ 小学校→閉校、幼稚園→休園、市役所（支所）→規模縮小 等、著しく活力低下

旧村エリアを「生活圏」として再認識するとともに、学校跡地の活用と住民主体で動き

出しているＧＳ拠点の再構築等を融合させることで、中心部の拠点機能を一層高める。

取組体制

○ 地域コミュニティや関係団体、NPO、行政等から成る「あば村運営協議会」を組織。

総務部、農林事業部、交流・発信部など５つの部で地域づくりを実施。

○ 環境福祉部（NPOエコビレッジあば）では、過疎地有償運送を実施

○ H26.5月のガソリンスタンド（JA）閉鎖を受け、住民出資の合同会社あば村を設立。

GS事業を引き継ぎつつ、生活用品の販売も実施

津
山
市
阿
波
地
区

GS

今後の取組内容

① GS拠点の利用拡大・安定経営

→ 店舗を地域住民の交流拠点となるよう事業を拡大（喫茶機能の追加など）

→ 採算性を考慮し、複数事業の実施を検討（宅配事業・お試し住宅など）

② 農産加工品の生産・販売体制の拡大

→ 老朽化している加工施設の移転・改修（旧小学校などを想定）

→ 後継者育成、新商品開発、販路拡大などの検討

GSと商店

縦300m 横200mのエリア

あば
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共和の郷・おだ（広島県東広島市河内地域）の取組

地域概要・背景

取組概要

取組効果

○H11にJA支所が撤退し、H17の東広島市への合併を前に小学校や保育所、診療所の整理統合の方
針が行政から示されたのを機に地区消滅の危機感が広がる。
○地区の将来を話し合った結果、小学校を拠点とする新しい自治組織「共和の郷・おだ」が全世帯の

加盟により設立(H15)
○廃校となる小学校の活用方策について話し合った結果に基づき、診療所(H16)、公民館(H17)を開設

○広島県東広島市小田地区の地域づくりは、自治活動（コミュニティ活動）を行う「共和の郷・おだ」
を１階部分、集落営農組織の「ファーム・おだ」等を２階部分とする「二階建て方式」。

○１階部分の「共和の郷・おだ」においては、 「小田地域センター」（旧小田小学校）を拠点に、生涯
学習発表会や史跡めぐりウォーキングなど地域における生涯学習や青少年育成、地域文化活動
を積極的に推進。平成25年度からは１０年先のビジョン（小田ビジョン）の策定に取り組んでいる。

○２階部分の「ファーム・おだ」（農事組合法人）においては、小学校区（13集落）を１つの農場として

集約させることにより、低コストで効率的な集落営農システムを確立し、水稲やそば、小麦などを
栽培。平成24年には米粉を使った米粉パン工房（パン＆米夢（パントマイム））を設立し、米粉パン
の製造・販売を開始。

○ 東広島市は、H17に黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町、安芸津町と合併

○旧河内町にある小田地区は明治の合併前の小田村から受け継がれたまとまりの強い地区

○ 「ファーム・おだ」の農産物売上額は約1億2千万円に上り、
集落の農業所得として年間約6千万円を地域に還元。

○地域センターは、住民の生涯学習活動や生きがいづくりの

場として、年間300件、延べ5千人に利用
小田地域センター、小田診療所の外観 24



岩手県大船渡市
＜有限会社 三陸とれたて市場＞

お お ふ な と し

【取組内容】

○ 静岡県出身の青年が起業した有限会社三陸とれたて
市場では、東日本大震災以前から、鮮魚のインター
ネット販売を運営。

社内作業の様子
（ジョブカフェ気仙HPより）

水揚げの様子（岩手県HPより）

※セル・アライブ・システム：解凍後もドリップがないなど高品質の冷凍保存が可能。

（農山漁村にしごとをつくる）

三重県津市片田地区
つ

○ 集落を維持していくための永続的な取組を目指して、既存
の活動組織を活用。

かただ新潟県村上市山熊田地区
＜組合＞

し わ ち ょ う

○ 震災の津波により全てを失ったが、顧客や漁業者か
らの再開を要望する声に推され、１か月後には事業を
再開。生産・加工・流通・卸・販売を一連で担う水産
事業のモデルを目指し、漁業者との連携をこれまで以
上に強化する道を選択。

○ 漁業者の要望に応えてＣＡＳ
※を導入。生産組合と「とれた
て市場」を結ぶコールドチェー
ンが形成され、鮮魚を中心とし
た事業から冷凍加工品を中心と
した事業にシフト。

○ 女性グループによる鮮魚の加
工・販売を開始（漁師のおつま
み研究所）。漁師の台所料理
（＝食文化）は消費者が知らな
いことも多く、商品と一緒に産
地の食文化をも流通させること
で、魚介類の高付加価値化を目
指す。

【取組内容】

岩手県紫波町

○ 紫波町では、平成22年からＣＯ２排出削減の取組を
行う個人・団体に対し、エコクーポン券を支給。間伐
材の搬出作業にも同クーポン券を発行。

○ 地域の里山林は、広葉樹のほか、アカマツが多い。
松枯れ被害が広がっているため、紫波町では、森林所
有者の合意形成を図り、森林の保全管理等に取り組む。

○ 里山林の整備は森林所有者が行い、月に１回、有志
により結成された「間伐材を運び隊」が材を搬出して、
集積所まで運ぶ。

○ また、自伐林家が自ら間伐材を集積所へ搬出する取
組も進められている。

間伐材の重量測定 荷下ろし

１

○ 運んだ材は、薪やチップにして、町内の温泉施設の
ボイラー等で活用。

（(一社）紫波町農林公社HPより）
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岩手県大船渡市
＜（有）三陸とれたて市場＞

す み た ち ょ う

【取組内容】

（農山漁村にしごとをつくる）

三重県津市片田地区
つ

○ 集落を維持していくための永続的な取組を目指して、既存
の活動組織を活用。

かただ新潟県村上市山熊田地区
＜さんぽく生業の里企業組合＞

や ま く ま だ

○ 地域で取り組む集落内外からの出資者により「さん
ぽく生業の里企業組合」を設立し、活動の永続性を高
める。

昭和61年
旧山北町商工会（現 山北商工会）が取り組んだ村おこし事業で、「し

な布」をテーマとした地域活性化策を策定。

平成10年
国際交流の一環としてフランスでの「しな織り」の実演展示イベントに

参加。

平成12年・春
イベント参加を契機に高まった地域おこしの意識を糧に具体的な活動

を開始。

平成12年10月
集落内５世帯で各100万円ずつ、集落外の賛同者８人から

550万円の出資を得て、「さんぽく生業の里企業組合」を設立。

平成12年12月 県・町の補助も活用し、空き家を改修して体験工房を整備。

［集落住民出資による企業組合の発足]

企業組合の皆さん しな織りの伝承

【取組内容】

○ 森林率が約90％の住田町では、豊富な森林資源を活
用し、「森林・林業日本一の町づくり」に向けて取り
組む。

○ 地域の協同組合等が主体となって、プレカット工場、
集成材工場、製材工場等からなる木材加工団地を設置。
製造された集成材は、産直住宅、町営住宅、震災仮設
住宅・復興住宅等に使用。

○ また、町役場の庁舎を、地域材を使って木造で新築
（平成26年９月竣工）。

新庁舎木材加工団地

岩手県住田町

２

○ プレカット工場等の残材からは
木質ペレットを製造し、町役場や
小中学校など地域内の施設や住宅
の暖房に使用。

む ら か み し

（さんぽく生業の里企業組合HPより）

・ 地元の女性を中心に、しな布のほか、アク笹巻き、トチ餅
など特産品の製造販売、郷土料理の提供や伝統農法の焼畑で
生産される赤カブ摘みなどの生業体験を手がけている。

・ しな布の原材料や食材を地元から仕入れることにより、住
民全体が地域の活動に対して関心を持つようになった。

（紫波町提供資料より）
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○ 寺田真由美さんは、ホテル勤務から結婚を機に就農。
「どうせやるならカッコよく！」をモットーに農業に
取り組み、平成22年には株式会社を設立。夫とともに、
代表取締役に就任。

○ 加工場を設立し、自家製トマトジュースやトマト以
外の農産物を使った加工品を開発。また、同農園の農
産物のブランド化など先駆的な６次産業化に取り組む。

○ さらに、自身の経験から農業への新規参入のハード
ルがとても高いと感じたことから、就農を希望する若
者の研修を受入れ。

同農園トマトの販売

岐阜県高山市
く株式会社 寺田農園＞

【取組内容】

○ 農村地域でキラキラ輝く、パワフルな女性農業者が
増えることで、一人でも多くの女性が就農を希望する
ようになってほしいとの考えから、女性の感性を活か
した「自分らしい農業のスタイル」を実践。

（農山漁村にしごとをつくる） ３

た か や ま し

○ 営業悪化とリーダの病気に伴い閉店した「（有）常
吉百貨店」を、ＩＴ企業から転進し「田舎で働き隊」
として地元入りした元従業員が、地域づくりへの思い
から、閉店した店舗の建物を利用し、個人経営「つね
よし百貨店」を開店。

○ 日本一小さな百貨店として、地域の人と共に地域の
農・食・伝統・暮らしの維持につながる以下の活動を
実施。

つねよし百貨店（外観） つねよし百貨店（店内）

つねよし

① 店舗の日用品や地区の農家が出荷した地場野菜を販売

② 高齢者への買い物支援（日用品や食料品等の配達）

③ 地元の女性が講師になり、料理教室や縫い物教室など
を店舗等で開催（おとめ塾）

④ 高齢者の移動支援や高齢者世帯の雪かき支援

京都府京丹後市常吉地区
＜つねよし百貨店＞

【取組内容】

つねよしき ょ う た ん ご し

（つねよし百貨店HPより）（株式会社 寺田農園HPより）

自家製トマトジュース
（６次産業化）
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（農山漁村にしごとをつくる）

岡山県真庭市
＜バイオマス産業杜市“真庭”＞

○ 昭和60年に雇用の場の創出と地域経済の活性化を目
的とし、行政とともに「株式会社吉田ふるさと村」を
設立。

○ 100人を超える村民から「村を何とかしてほしい」と
の想いのこもった出資金を得る。

○ 地域住民のためになる仕事、地域資源の活用を目的
とした事業をとおして、地域の課題解決に取り組む。

① 地域の農産物を活用した開発製造販売

② 水道事業（水道施設管理や水道工事）

③ 地域バスの運転業務

④ 地域資源を活かした観光事業 など

○ 雇用者は69人で地域の雇用拡大にも貢献。社員の大
半は地元住民だが、近年は都会や近隣の市町村からの
若者の就業が増加。

【取組内容】

島根県雲南市
＜株式会社 吉田ふるさと村＞

４
卵かけご飯専用醤油 地域の水道事業 地域バスの運転業務

う ん な ん し

（株式会社 吉田ふるさと村HPより）

○ 島に息づく地域資源と島外の若き人
材の潜在能力を巧みに掛け合わせ、農
産物や海産物に付加価値を付け、新商
品で販売力を強化し、新たな加工産業
を生み出すことで、新たな雇用の創出
を図る島まるごとブランド化を推進。

島の食文化を商品化した「島
じゃ常識！さざえカレー」

（島前…海士町、西ノ島町、知夫村の３町村島前高校魅力化プロジェクトHPより）

（海士町HPより）

【取組内容】

〔入学者数の推移（人）〕

H22 H23 H24

総数 34 40 59

うち島前※外 8 13 23

・ 島の生活に必要不可欠な農業の分野での新規事業を自らが創
造することで、雇用の受け皿を作れるならと有限会社潮風ファーム
を立ち上げ、「島生まれ、島育ち、隠岐牛」。

・ 「モノづくりからの地域おこし」を目的として商品化された海士で
は当たり前のように獲れる『さざえ』を主な具材とし、地元産の野菜

からなる「島じゃ常識！さざえカレー」

・ 種苗生産、育成から加工、出荷までの作業工程すべてを徹底的
に管理され、流通の仕組みを変えた「いわがき・春香」

○ また、隠岐島前高校と地元３町村が協働した、魅力
ある学校づくりの取組として、地域起業家的人材の育
成に向けた教育カリキュラムの導入や全国から意欲・
能力ある生徒を募集する「島留学」など、独自の取組
を実施。

・ 海士のモノづくりの原点を呼び覚ます「海士乃塩」

島根県海士町
＜島まるごとブランド化＞

あ ま ち ょ う
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三重県津市片田地区

うんなん

（農山漁村にしごとをつくる）

【取組内容】

岡山県真庭市
＜バイオマス産業杜市“真庭”＞

○ 真庭市の面積のうち、８割は林野であり、従来より
基幹産業である林業・木材産業関係の事業者が多い。

近年では、木材価格の低迷や地域の高齢化・人口減
少の進行によって産業の衰退が進んでおり、市全体で
も少子高齢化による後継者不足や、労働力の低下など
地域活力の減少が懸念されている。

真庭バイオマス産業杜市のイメージ

○ 「バイオマス産業杜市“真庭”」を目指すべく「自
然」、「連携」、「交流」、「循環」、「協働」の５
つのキーワードを
踏まえたプロジェ
クトを重点的に展
開し、バイオマス
を活用した地域づ
くりを軸に、地域
に根ざした主産業
を通して、地域全
体の活性化を推進
していく。

○ そこで、真庭市では、地域活性化に向けた取り組み
として、市内に豊富に存在する地域資源である木材や
畜産業から生じる家畜排泄物などのバイオマス資源の
活用に着目。

ま に わ し

５

つ かただ
あば

○ 農事組合法人により集積された
農地で、水田だけでなく大豆、小
麦、そばのほか、各種野菜を多角
的に作付け、地域農産物の高付加
価値化への取組や、地域内で生産
した原料による米粉パン製造など、
地域への収益還元に努めている。

［２階部分］

［１階部分］

地域住民のコミュ
ニティ活動・自治
の単位

旧農協＋商工会の
活動の復活体とし
ての集落営農法人

農事組合法人
ファーム・おだ
・農業生産部門
・米粉パン部門

寄りん菜屋協議会
・レストラン
・加工・直売

廃校になった小学校舎を公民館＋診療所として活用。
ここを拠点に旧村の住民自治活動組織「共和の郷・おだ」

＝ 手づくり役場

【小田地区における２階建ての集落営農・地域づくり体制※】

※「集落・地域ビジョンづくり 希望と知恵を「集積」する話し合いハンドブック」
農文協・編 橋本雅弘・解説より一部抜粋

【取組内容】

広島県東広島市小田地区
＜農事組合法人 ファーム・おだ＞

○ 小規模稲作主体で農業所得が少なく、過疎化・高齢
化が進む中、小田地区の人々は都市の僻遠地域として行
政サービスから切り捨てられるのではと危惧し、２階建て方
式の集落営農を開始。

ひ が し ひ ろしま し お だ

（農事組合法人 ファーム・おだHPより）

と し
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○ 平成８年の国道108号線バイパス完成により､町の玄
関口として笹子地区(旧笹子村)へ通年通行が可能とな
り、道の駅を整備。地域の活性化のため、農産物や山
菜の缶詰等の加工、新たな特産品の開発等を図るため
の農産物加工施設や福祉施設の整備などを実施。

中心集落に機能を集約

【取組内容】

岡山県真庭市
＜バイオマス産業杜市“真庭”＞

秋田県由利本荘市笹子地区
じ ね ご

○ また、道の駅を中心にコミュニティバスが運行され、
住民の利便性の向上や、地域全体に人・モノ・サービ
スを届けるための工夫がされている。

○ 老朽化した施設の更新時に併せて段階的に施設を移
設し、機能を集約することで、高齢化が進む地区での
生活を支える拠点づくりが図られてきた。

（集落間の結び付きを強める）

ゆ り ほ ん じ ょ う し

６

○ 農業振興会が「地域マネジメント組織」としての役
割を果たし、地域内での事務機能のほかに、これまで
各集落が個別に行ってきた農地の利用調整（土地利
用）や共同取組活動、農業機械・施設の共同利用など
を集落間で連携することで、農地・農業用施設を保全。

① 農業生産活動を通じて地域コミュニティを維持

② 耕作不可となった農地を受け入れ、農地の保全を図
るとともに、雇用を確保

③ 農産物の生産から加工・販売のほか、都市との交流
活動の受入体制の構築による地域の活性化を推進

④ 庭先集荷サービス実施により、農産物の出荷手段に
乏しい生産者を支援

○ 地域農業の担い手である農業生産法人などが、生活
支援にも取り組み、安心した地域居住の実現を目指す。

活動例：庭先集荷棚田方面の刈り払い作業（共同活動）

【取組内容】

新潟県上越市櫛池地区
＜櫛池農業振興会＞

くしいけじ ょ う え つ し

（上越市HPより）
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・ 新規農業者である高農園の高さん夫婦は、当初２haの経営面積
でスタート。有機栽培にこだわり、有機
認証を受けたほ場で生産される作物を、
東京を中心とした100以上の飲食店等と
直接取引するビジネスで実績を上げてい
る。現在では、耕作放棄解消農地(3.8ha)
を含む22haの経営面積で農業に励んでい
る。

○ 昭和56年、地域の有志により「釶打むらづくり推進
会議」を設立し、簡易なほ場整備や集会所の整備など
を実施。着実に成果を上げる一方、集落間の対立など
により活動は停滞し、地域課題への対応が困難に。

釶打米

【取組内容】

岡山県真庭市
＜バイオマス産業杜市“真庭”＞

石川県七尾市釶打地区
＜釶打ふるさとづくり協議会＞

なたうち

○ 平成４年、「釶打ふるさとづくり協議会」に改組。
「10集落はひとつ」を掲げ再スタート。地域資源の見
つめ直しなど活動の幅を広げたことをきっかけに、住
民自らが実践する機運が高まる。

○ 平成20年からは、地域外からの視点や知恵を取り入
れた地域資源の活用を推進。平成27年１月には、農業
の担い手となる、農業生産法人を設立。

○ ふるさとづくり協議会が進める農
家の雇用の創出と所得向上の一環と
して地域の有志農家にて「農事組合
法人なたうち」を設立。「釶打米」
のブランド化や後継者確保を図り、
個人では限界のある持続可能な営農
に向けた取組を推進。

（集落間の結び付きを強める）

な な お し

７

○ かつては、葉たばこ栽培がさかんな地域であったが、
離農農家が増えるとともに、耕作放棄地も増加。市は、
地元（旧西島村）に働きかけを行い、地権者等で構成
される企業参入支援組織「わいわい里づくりネットワ
ーク」を設立。企業の農業参入への理解など、地域農
業の将来展望について合意形成を図る取組を行う。

再生農地

【取組内容】

の と じ まな な お し

栽培状況
(能登スタイルHPより）

（里山釶打ふるさとづくり
概要資料より）

石川県七尾市能登島地域

・ 地元水産練製品加工会社の株式会社スギヨは、耕作放棄地再
生利用対策交付金などにより、耕作放棄
解消が図られた農地（14.8ha）を、わい
わい里づくり能登島ネットワークを通じ
て円滑に借入れ農業参入を果たす。
地元の農産物を原料に、製品のブラン

ド化を図る。

(地方農政局調査資料より）
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三重県津市片田地区
＜片田地区獣害対策協議会＞

○ 豊丘村では、村への定住支援の取組として、空き家
情報活用制度や空き家改修費の助成、新規就農者支援
事業などを実施。地域住民と行政とが一丸となり課題
解決に取り組んでいる。

○ 戸中集落自治会（総戸数５戸）では、集落を守るた
めに住民の手により道路や水路を共同で管理整備する
など、自分たちで出来ることは自ら行い、対応できな
いことは村役場に要請。

○ 2003年に20代夫婦（当時子供１人、現在子供４人）
が役場の親身な対応により村内への移住を決意。戸中
集落の空き家を改修して移住し、自然食レストラン
（ランチのみ）、出張イベント（味噌造り）、ラフ
ティングインストラクターなどにより生計を立ててい
る。

戸中集落の道路 集落内の空き家

【取組内容】

岡山県真庭市
＜バイオマス産業杜市“真庭”＞長野県豊丘村戸中

とちゅう

（集落間の結び付きを強める）

とよおかむら

８

○ 約10年前から深刻化してきた鳥獣被害（サル、イノ
シシ等）を軽減するため、自治会、猟友会、駐在所、
等で構成する広域的な「片田地区獣害対策協議会」を
設立。

○ 各地域で座談会を開催して合意形成をはかり、被害
防止に向けた協力体制を整備し、地域ぐるみで取り組
みを実施。

地域住民による夜間の

サル追い払い
座談会において合意形成を図る

○ さらに、「獣害対策５ヶ条」を策定して住民に対策
を周知するとともに、捕獲したサルに発信器を付けて
群れの動きを監視したり、イノシシ等への対応に電気
柵を設置するなど、被害の軽減に寄与。

【取組内容】

か た だつ し

(地方農政局調査資料より） （地方農政局調査資料より）

【獣害対策５ヶ条】

１．集落内の収穫残や不要果樹などの「エサ場」をなくす

２．耕作放棄地や藪など獣の隠れ場所をなくす

３．囲える畑は、ネットや柵で出来る限り囲う

４．人里は怖いと覚えさせるため、獣を見たら集落の誰もが追い払う

５．加害している「犯人」の獣を適切に捕獲する
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み や ま ち ょ うな ん た ん し

○ 住民の人口減少と高齢化に対応するため、５つの旧
村それぞれに行政窓口機能を持つ、広域自治組織「地
域振興会」を立ち上げ。

○ 地域振興会は、住民との話し合いを重ね、地区住民
が共同出資して有限会社ネットワーク平屋（現在は株
式会社）を設立し、ＪＡ店舗の営農を引き継ぐことと
なった。

○ 閉鎖したＪＡ店舗の改修と周辺の既存施設を活かし、
道の駅「美山ふれあい広場」として登録。行政窓口や
診療所などの、住民向けサービスが集約されている。

【取組内容】

（集落間の結び付きを強める）

ＪＡ京都、ＡＴＭ

バス停

農業振興総合センター

お祭り広場

診
療
所

京都府南丹市美山町平屋地区 拠点＋ネットワーク

健康福祉センター

物販販売所(1F)
行政窓口(2F)

高齢者コミュニティセンター

物販販売所(乳製品)

【拡大図】

【広域図】

９

○ 平成24年に京都府職員を「里の仕事人」として迎え
入れた上で、地区内４集落から運営委員を選任して
「世木の里づくり委員会」を設置。

農
業
関
連

・丹波黒大豆のブランド化

・農作業の共同化

・農産物移動販売

生
活
関
連

・空き家の活用

・貸し農園

地
域
課
題
関
連

・地区看板の設置

・婚活イベント

◆ 世木地区「里力再生計画」の概要 ◆

田舎体験施設「世木の里とまり木」

ワークショップ風景

○ 外部の目線を入れ、多くの住民参加による話合いを
重ねることにより、地域の課題を共有し、「里力再生
計画」を作成。計画に基づき、丹波黒大豆の直販や田
舎暮らし体験活動等を開始。

京都府南丹市世木地区
く世木の里づくり委員会＞

【取組内容】

な ん た ん し せ き

（一般財団法人地域活性化センターHPより）

京都府南丹市美山町
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（集落間の結び付きを強める）

岡山県津山市阿波地区
＜あば村運営協議会＞

総務部

事
務
局

津
山
市
役
所
（
阿
波
支
所
）

その他、行政やＮＰＯ、大学、企業など多様な主体の参加

部署・事業内容 主体組織

環境福祉部

農林事業部

エネルギー事業部

交流・発信部

・ 総務・人事、防災・防犯
・ 全地区的な催しの実施
・ 子どもの居場所づくり

・ 環境率先行動
・ 有機無農薬農法の実践、拡大
・ 支え合い（有償運送、除雪支援）

・ 農地の保全、集約化
・ 農産加工品の製造、販売
・ 有機無農薬農法の実践、拡大
・ 農林資源の活用

・ ＪＡ跡地の活用（ＧＳ運営、購買）
・ 木の駅事業
・ 再生可能エネルギーの導入
・ お試し住宅の管理

・ グリーンツーリズム事業の展開
・ 各種交流イベントの開催
・ あば村宣言等の普及・啓発

◎ 合同会社あば村（2014年）

第３セクターとして設立
（旧阿波村・農協・森林組合）

住民出資により設立
（160名から200万円の出資）

◎ ＮＰＯエコビレッジあば
（2011年）

第３セクターとして設立
（旧阿波村・農協・森林組合）

◎ 連合町内会阿波支部

「エコビレッジあば構想」の
実現のため設立

あ
ば
村
運
営
協
議
会

2014年
設立

…既存組織

小田切徳美「農山村は消滅しない（2014：岩波新書）」より一部抜粋

○ 阿波地域では、既存の活動組織を活用しつつ、地
域住民が主体となった体制を構築し、旧阿波村の集
落全体を維持していくための活動に継続的に取り組
んでいる。

【取組内容】

あ ばつ や ま し

10

大分県中津市合使地区
＜旧山国町＞

棚田跡に植林された杉 維持・管理されている住居

○ 合使集落は、斜面崩壊（地すべり）危険地域に指定
されており、居住及び農業には不向きな地域なため、
多くの住民が他地域に転居。

○ また、現存する家屋（４戸）については、近隣集落
の住民や、町外後継者が協力して維持管理を行ってい
る。

○ 水田に植林された30ａの杉については、旧山国町内
に居住する後継者が下刈り、間伐等を行っている。

○ 生業であった炭焼きが衰退し、その後は森林組合や
土木建設業が賃仕事として担っていた。

な か つ し ご う し

【取組内容】

（地方農政局調査資料より）
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＜釶打むらづくり協議会＞

○ 幕別町では、移住への足がかりとするために、同町
に移住を検討している人（町外に居住）を対象に、町
内の宿泊ロッジを利用して「おためし暮らし」を実施。

まくべつちょう はまなかちょう

幕別町

浜中町

○ また、平成18年度から同町企画室に移住相談ワンス
トップ窓口を設け、移住希望の人々に対して、きめ細
やかに対応。

（都市住民とのつながりを強める）

○ 浜中町では、ＪＡ、町、関係機関が連携し、新規就
農希望者を対象に、（有）浜中町就農者研修牧場等で
の研修や就農先斡旋などの準備段階のほか、経営開始
後も支援を実施。直近５年間（Ｈ21～25）では11人
（うち道外出身７組）が就農。

○ また、浜中町新規就農者誘致条例に基づき、農場の
リース費用の助成や農業機械の整備に対する助成・融
資により新規就農者に対する経済的な支援を実施。

【取組内容】

青森県十和田市
＜アジアからの観光客誘致推進協議会＞北海道幕別町、浜中町

まくべつちょ
う

はまなかちょう

11

○ 「消費者と生産者の距離を縮めたい。いのちの源で
ある“食”の大切さを伝えたい」との思いから、平成
15年の国の農家民宿の規制緩和を契機として、町、Ｊ
Ａ、農家を中心に「長沼町グリーン・ツーリズム運営
協議会」を設立。

稲刈り体験 夕食の手伝い

【取組内容】

○ 53戸が農家民宿として開業し、平成17年に静岡県の
中学生154名の受入れを開始。平成25年度には、農家民
宿154件で、全国から小中高校20校、約3,700名を受入。

○ 農家民泊体験のほか、農業体験として馬の世話やア
スパラガスの収穫体験等の体験メニューも充実。

○ 宿泊者との交流をとおして、農家の営農意欲の向上
にもつながっている。

北海道長沼町
＜長沼町グリーン・ツーリズム運営協議会＞

ながぬまちょ
う

（長沼町グリーン・ツーリズム運営協議会HPより）
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○ 平成19年に地域の受入協議会、地元大学、民間研究
所が、アジアからの修学旅行生・観光客を誘致するため
「アジアからの観光客誘致推進協議会」を設立し、受入
体制の整備、情報発信を実施。

○ 台湾を始めとするアジア各国からの学生の受入れが
増加するとともに、一般の海外旅行者の受入れも増加。
また、受入体制も強化され、地域活性化に寄与。

○ 青森中央学院大学の留学生を国際語学サポーターと
して育成し、修学旅行生・旅行客と農家民宿に対する
通訳・交流支援のほか、研修講師や資料等の翻訳、出
身国へのPR活動を実施。（H25で95名登録）

○ 農業体験などグリーン・ツーリズム等の情報を掲載
したサイト「あおもり農業体験ガイド」を開設し、英
語、韓国語、中国語、タイ語の多言語による情報発信
を展開。

○ 外国人誘客数

ああ

※ H23は東日本大震災等の影響を受けた
ものの、H24は急回復を遂げた。

台湾・陽明国民中学校
修学旅行団受入れ

青森県十和田市
＜アジアからの観光客誘致推進協議会＞

H22 H23 H24 H25

180人 65人 291人 525人

と わ だ し

（都市住民とのつながりを強める）

【取組内容】

12

群馬県川場村

○ 自然と農業を活用した「田園理想郷」を目指し、世
田谷区との縁組協定※による小学生、老人会等の各種
団体との交流や地元農産物の販売などに独自性を活か
した都市農村交流を実践。

○ その結果、総人口４千人の村で、年間約154万人の観
光入込客を達成。世田谷区民との交流は延べ約179万人
となり、区民人口約87万人を上回る交流を達成。

○ 老人会等の各種団体との交流や、区と村の住民間の
個別交流も盛んであり、世田谷区民にとって川場村は
第２のふるさとになっている。

○ 川場村の第三セクターである（株）田園プラザが運
営する道の駅「川場田園プ
ラザ」において、村内で収
穫された農産物や特産品の
販売、ジャム作りやそば打
ち体験等を実施し、地域活
性化に寄与。

そば打ち体験

※ 昭和55年に川場村と東京都世田谷区との間で締結され、自治体同士の縁
組みを基調に双方の住民と行政が一体となって都市と農村の交流を推進す
ることを定めた協定。正式名称は「区民健康村相互協力協定」。

【取組内容】

か わ ば む ら

（農村振興局都市農村交流課資料より）

（川場村HPより）
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＜長沼町グリーン・ツーリズム運営協議会＞

○ 若狭町では、平成13年に同町、地
元農家、民間企業が共同出資して、
農業生産法人「有限会社かみなか農
楽舎」を設立。都市からの若者の就
農・定住を促進し、地域集落を活性
化することを目的とした「就農定住
研修事業」を中心に、インターン
シップ事業、体験事業、農業生産事業、直販事業など
を実施。

わかさちょう

（(有)かみなか農楽舎HPより）

○ 研修事業の結果、卒業生34名のうち町内に就農又は
定住した者は21名（うち農楽舎への入社５名）で、
うち認定農業者は10名。

（（有）かみなか農楽舎HPより）

○ 就農した卒業生は、水稲栽培を中心に、野菜との複
合経営や果樹（梅）、とうきを栽培し、一部は加工や
農家民泊も手掛けている。また、農地集積面積は200ha
弱で、町内の
農地の１割を
超える面積を
集積するなど、
地域農業の中
核をなしてい
る。

福井県若狭町
＜有限会社 かみなか農楽舎＞

わ か さ ち ょ う

（都市住民とのつながりを強める）

【取組内容】

の う

が く し ゃ

13

山梨県北杜市
＜NPO法人 えがおつなげて＞

富山県黒部市
＜くろべ漁業協同組合＞

○ くろべ漁協組合女性部では、地域の伝統保存食であ
る「糠鰯（ぬかいわし）の製造や販売を行ったり、魚
に付加価値を付けるため、スルメイカ等の未利用魚の
加工及び販売を実施するなど、「生地の塩物」と名付
けた一夜干しのブランド化を確立。

生地の塩物 魚の駅「生地」 (『とれたて館』HPより)

ホタルイカ

○ 鮮魚や水産加工品等を販売する「とれたて館」と、
漁師料理を提供する「できたて館」からなる魚の駅
「生地（いくじ）」をオープン。対面でお客様に食べ
方や漁業のこと、資源管理も含めた浜の情報を伝える
ことで、ファンを増やすための取組が行われ2006年に
は、来場者数が年間25万人に達し、地域の観光拠点と
して位置づける。

【取組内容】

○ また、地域内でも「黒部まちづくり協議会」を設立
し、「まち歩きフェスティバル」を開催するなど、地
域資源を利用したまちおこしに取り組み、交流人口の
増加を目指す取組を行う。

く ろ べ し

○ 「町歩き実行委員会」を組織し、協力体制を整備す
ることにより、地域の
活性化、交流人口の増
加及び僅かではあるが、
若い漁業者の増加に寄
与。
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○ 村外出身者が移住してＮＰＯを設立し、村民や村役場の
協力も得ながら、都会の子どもたちを受け入れて山村留学
の取組を実施。

○ 毎年、18人の子どもたちが、１年間、親元を離れて共同生
活をおくりながら、地元の小中学校に通学。

○ 暮らしの中の学びを基本理念としており、田んぼや畑作
業等のほか、生活に必要な薪を得るため、子どもたちで力
を合わせて、森林からの伐り出しや、薪割りを行っている。

【子どもたちが力を合わせる山村留学体験】

新潟県村上市山熊田地区
＜組合＞

長野県泰阜村
やすおかむら

（都市住民とのつながりを強める）

【取組内容】

14

○ 北杜市は、山梨県の北東部に位置し、八ヶ岳・南ア
ルプスなど日本の百名山に囲まれた文字通り「杜（も
り）のまち」で、清らかで豊富な水資源、日本一長い
日照時間など豊かな自然と資源に恵まれた地域。

耕作放棄地の解消に向けて
（ＮＰＯ法人えがおつなげてHPより）

山梨県北杜市
＜NPO法人 えがおつなげて＞

ほ く と し

○ 一方、優良農地周辺における戦後の開拓農地等では、
養蚕業の衰退、水に恵まれない急傾斜地といったほ場
条件、人口減少や農業者の高齢化に伴い、耕作放棄地
が増加。

○ ボランティアに参加した若
者の中には、この地域に移住
してスタッフとなった人や、
北杜市内で営農している者も
いる。

○ ＮＰＯ法人えがおつなげてでは、都会の若者を中心
とした農業ボランティアとともに耕作放棄地を開墾し、
農薬や化学肥料をつかわずに野菜を栽培（えがお
ファーム）。

○ 10社の企業と提携して耕作放棄地を開墾し、企業毎
に特色ある農地の利用（社員研修、顧客の体験ツアー、
商品開発等）を実施（企業ファーム）。現在までに
３ha以上の耕作放棄地を開墾・再生。

【取組内容】

（ＮＰＯ法人グリーンウッド自然体験教育センターHPより）
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和歌山県那智勝浦町色川地域
＜色川地域振興推進委員会＞

（都市住民とのつながりを強める）

な ち か つ う ら ち ょ う い ろ か わ

○ 色川地区９集落の区長連合会の下に「色川地域振興推進
委員会」を設立し、定住受け入れの窓口として機能を促進。

○ 推進委員会が、受入れに当たり、事前に農業体験等を通
じて15人の地域住民と移住希望者が面談する機会を用意。
地域住民が、地域の存続のため移住者を受け入れるという
共通認識を持ち取り組む。

【取組内容】

15

44 78 109 135 165 177
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色川地域の人口の推移及び移住者割合
587

536
490 464 427 396

○ 旧小学校を改修して町が整備した定住・体験交流拠点
「籠ふるさと塾」（家族用２世帯、単身用４世帯が滞在可）を
活用して、体験交流プログラム、定住促進プログラムを実
施。

○ 平成26年４月時点で、人口に占める移住者の割合が４割
強に達している。

さ か
き

○ 坂城町では、全国規模の小売業大手が、同社の記念財
団及び森林所有者（生産森林組合）と協定を結び、植樹、
下刈り、間伐等の森林整備活動を支援するプロジェクトを実
施。

○ 同社の社員もボランティアとして、地元の森林組合や生産
森林組合の協力を得ながら、森林整備活動に参加。

○ また、この森林から得られる木質材を同社グループ内の
店舗資材や事務備品として使用するほか、商品化すること
で国産木材の活用も促進。

【企業の社員ボランティアが地元の森林組合等の協力のもとで植樹】

新潟県村上市山熊田地区
＜組合＞

長野県坂城町

【取組内容】

さ か き ま ち

（(一財)セブン－イレブン
記念財団HPより）

（(一財)セブン－イレブン
記念財団HPより）

（(株)セブン－イレブン・
ジャパンHPより）

（(株)セブン＆アイ・ホール
ディングスHPより）
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おおなんちょう

○ 邑南町では、子どもたちを安心して産み育てられる
環境の整備に重点を置き、子育ての経済的負担を軽減
する具体策を「日本一の子育て村構想」と名付け、そ
れらの実現により、住み良い町づくりを目指す取組を
推進。

○ 地域で生産される良質な農林水産物を素材とする
「ここでしか味わえない食や体験」を“Ａ級グルメ”
として「“Ａ級グルメ立町”の実現」による地域振興
を推進。

○ 「持続可能なまち」を目指し、日本一の子育て村、
Ａ級グルメのまち、徹底した移住者ケアの３つの戦略
で定住者が増加。

（邑南町HPより）

（都市住民とのつながりを強める）

【取組内容】

16

○ 混住化が進み、地域文化の継承、後継者問題を含む
農業の将来への不安解消、地域の合意形成等の環境変
化への対応を目的として、平成12～14年に将来を見据
えた地域のマスタープランを策定。

○ その後、小学校移転構想を機に校舎の活用方法を検
討し、農のある宿舎『秋津野ガルテン』構想を策定。

地域の合意形成を踏まえつつ、外からも出資者をつ
のり、事業を開始。

○ 農業交流・体験施設『秋津野ガルテン』の運営管理を通
して、農業の振興及び都市と農村との交流を含む地域の
活性化を目的とした事業を企画実施。同時に地域づくりを
担う人材の発掘・育成にも取り組む。

小学校校舎を活用した宿舎「秋津野ガルテン」（秋津野ガルテンHPより）

和歌山県田辺市上秋津地区
＜秋津野ガルテン＞

た な べ し かみあきつ

【取組内容】

島根県邑南町
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山口県周防大島町
＜島くらす＞

岡山県西粟倉村
＜百年の森林構想＞

○ 近年、若年層による移住が進む周防大島では、子育
て世代による移住を特に活発化させるため、民間を主
導とした周防大島ＵＩターンを応援
する「島くらす」を設立。

Facebookを通して全国
の若者へ情報発信

柑橘畑と集落の様子 ジャムズガーデンの賑わい

○ 若年層のＩターンにおいては、島くらすのような組
織による情報提供や交流活動などによる「ヒトづて」
をきっかけとした移住希望が多く、移住後の生活に関
するしっかりとした事前相談やアフターケアが重要。

○ 島へのスムーズな定着を図るた
め、移住希望者への情報提供や地域
社会との交流支援を実施。

にしあわくらそん

○ 岡山県西粟倉村では、自治体が進める「百年の森林
構想」の推進に際して、補助金だけに依存しない活動
体制構築の一助として、クラウドファンディングを活
用し、林業機械を導入。

○ 地域外の投資家を西粟倉村の新たなファンとして捉
え、農産物の定期購入や様々なツアーなどにつなげる
ことで、都市農村交流による農業振興や観光振興など
活性化に寄与。

○ また、取組に対する口コミをきっかけに、活動に賛
同するＩターン者の若者による起業が相次ぎ、木材を
核とした「地域内経済循環」の構築が進むなど、地域
の新たな動きにも結びついている。

出資 分配

ＣＦプラット
フォーム提供

林業機械
レンタル

【林業機械購入】

作業委託等

販売支援

百年の森投資ツアー
（ミュージックセキュリティーズHPより）

Ｉターンの若者達による起業（西粟倉村HPより）

赤井厚雄ほか「ふるさと
投資のすべて（2013）」よ
り一部抜粋

投資家

（参考：クラウドファンディングの仕組）

も り

（都市住民とのつながりを強める）

【取組内容】 【取組内容】

出資

○ また、移住後の生活においては、Ｉターン者の多く
が農業を所得の軸にした生活を希望しており、新規就
農支援としての研修制度や給付金を活用しながら、地
域に溶け込んでいる。

17

すおうおおしまちょう
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１ 大宮地区の位置
四万十市西土佐大宮地区の所在～地図～

大宮地区

四万十市

西土佐総合支所・・・・・・・・・約２０km
四万十市（中心街）まで・・・・約５０km
宇和島市まで・・・・・・・・・・・・約３２km

西土佐
総合支所

59
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▼大宮地区・・・上、中、下の三集落

▼人口と世帯

平成26年1月1日（住基より） ・・・135世帯、285人 高齢化率49.5%
▼農家戸数５４戸（専業農家１９戸）※H22農林業センサス

主な作物・・・露地野菜（ナス、シシトウ、ナバナ）と水稲、ユズ

▼店舗・ガソリンスタンド(大宮産業)、その他商店は酒屋以外なし

▼大宮郵便局、診療所出張所（週２日）

▼中学校（S53廃校）、小学校（H23休校）、保育所（H21廃止）

▼コミュニティ・・・３集落の自治会活動、大宮地区分館活動、

老人クラブ、婦人会の活動

▼その他 ライスセンター、あったかふれあいセンター

２ 大宮地区の概要
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診療所旧小学校 郵便局 ライスセンター

http://www.kochi-marugoto.com/kensanpin/shishito/index.html
http://www.kochi-marugoto.com/kensanpin/shishito/index.html
http://www.kochi-marugoto.com/kensanpin/nasu/index.html
http://www.kochi-marugoto.com/kensanpin/nasu/index.html


３ （１）「株式会社大宮産業」の設立

【経過】

H16年12月 JA高知はた大宮出張所の廃止案浮上

H17年 2月 住民による存続運動を開始（署名、農協利用運動など）

H17年10月 廃止反対の住民運動をするも廃止が決定

H17年12月 「生活に困る」という住民の声を受けて農協事業継承委員会を設立

運営方法等について検討を開始

H18年 3月 大宮地区住民約８割が合計１０８戸７００万円を出資し、株式会社設立へ

H18年 5月 「株式会社大宮産業」が発足。

JAの引き上げと同時に店舗と給油所を運営開始

◆Ｈ１８年５月・・・・みんなでつくった「株式会社 大宮産業」 発足！！
店舗・給油所の外観 店舗内の様子 給油所の様子
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３ （２）大宮産業の取り組み

③大宮米の販売

地元の「大宮米」を地域
外に流通販売

④談話スペースの設置

②宅配サービスの導入・充実①アドバイザー会議の設置

⑤交流イベントの開催

「土曜夜市」「感謝祭」イベントを企画実施

灯油配達

・宅配、ポイントカードの導入
・イベントの開催 などの提案
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■大宮地区の人口推移(H18～23)

大宮地区 H１８ H２３
増減

(H23-H18)

人口 340 294 △ 46
世帯 138 133 △ 5

生産年齢人口 171 139 △ 32
（率) 50.3 47.3 △ 3

高齢者人口 146 140 △ 6
(高齢化率) 42.9 47.6 5

※生産年齢人口：15歳以上65歳未満、高齢者人
口：65歳以上

■人口：
５年間で４６人減少＝△９人／年

■生産年齢人口：
５年間で３２人減少＝△６人／年

３ （３）大宮地域の現状と課題

人口の減少

高齢化
地域経済の縮小 大宮産業の経営（運営）が困難

「存続の危機」

■将来への不安

・消費の減退
・生産の減退

10年後・・・・・
人口は200人？

高齢化率50％超？

地域住民
生活の危機

■高齢化率：
５年間で５％増
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～大宮産業設立から５年経過して・・・～



３ （４）住民の生活を守るために

•地域で唯一の生活必需品を販売する店舗及び給油所（ライフラ
イン）を継続運営し地域住民の生活を守る。

（１）住民の生活を守るライフラインの維持

•地域資源「大宮米」を見直し、ブランドを復活させ地産外商活動
を推進する。

（３）地域資源の見直しと地産外商の推進

•住民憩いの場の創造や情報発信、イベントの開催など地域交
流の仕組みづくり。

（２）地域住民コミュニティーづくり

住民サービスの充実！
・給油所＆店舗の利便性の向上
・宅配サービスの充実
・事業の効率化

地産外商を推進
・地場産業活性化（大宮米販路拡大）
・ふるさと便の販売
・大宮通信（情報の発信）

・大宮ファンづくり

交流や賑わいの場づくり
・お祭りやイベントの企画と運営
・地域外（都市）との交流

取り組むこと

「将来、みんなが安心して暮らせる地域づくり！」 by大宮産業

大宮産業だけではなく地域全体、みんなで
地域の課題や住民の不安をもう一度整理し
「支え合いの仕組み」を再検討しよう！
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～大宮産業の存続と地域のためにできること～

地域
団体

自治会

大宮
産業

住民力の結集

仕組みづくり

連携

大宮地区イメージ

連携連携



(1)集落活動センター設立までの経過

４ 地域で話し合いの場づくり

３月～６月 ・各地区、各団体への説明

６月 ・大宮産業株主総会にて、集落活動センターの取り組み

を進めることを決定

７月～９月 ・各地区、各団体でワークショップの開催

１０月 ・各団体代表者会議にて検討組織の立ち上げ決定

１１月～ ・各部会、戦略会議にて課題整理・取り組みの検討

１１月～ ・大宮産業役員、地区役員が集落活動センターについて

の勉強会・協議

１月 ・「大宮地域振興総合プラン」の作成

・「大宮地域振興協議会」の設立

２月～ ・協議会（部会等）で具体的な取り組み事業計画づくり

・25年度事業取り組みスケジュールの決定

５月 ・大宮集落活動センター「みやの里」の開所

65

平成２３年

平成２４年

平成２５年

※補助事業の活用：H24年度補正 過疎集落等自立再生緊急対策事業（総務省）
H25年度 高知県集落活動センター推進事業費補助金（高知県）

ありがとうございます！！



４ （２）住民意見の集約（WS）

日付 会 場 対象者 参加人数

7月20日 大宮上集会所 高齢者 14
7月27日 大宮生活改善センター 大宮中婦人 8
8月2日 大宮生活改善センター 若者 10
8月7日 大宮上集会所 大宮上婦人 12

8月31日 大宮下集会所 全世帯 11
9月5日 大宮生活改善センター 老人クラブ 15

9月27日 大宮上集会所 世帯主 10
9月28日 大宮生活改善センター 世帯主 15

合 計 95

内容 １ 集落活動センターについての説明（具体的な事例）
２ 情報や意見の共有
３ 「困っていること、不安なこと」「大宮自慢」「将来こうだったらいいのに！これしたい！」

の３項目について、ワークショップで意見を集約
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大宮地域振興戦略会議

生
活
福
祉
部
会

環
境
部
会

農
林
部
会

加
工
販
売
部
会

体
験
交
流
部
会

■構成員：区長、分館長、婦人会長、老人
会長、青年会長、いちいの郷、大宮産業、
農業団体、各部会長

■目的：「各部会の意見を共有し、今後地
域として取り組む方向性を決定する。」

■構成員：有志（区長等からの推薦、希望
者による）

■目的：「各部会で課題を踏まえて今後の
具体的な取り組みを検討し計画を作成す
る。」

高知県
支援チーム

支
援

中山間地域
対策課

関係各課

出先機関

地域支援企
画員

情報共有・連携
教
育
委
員
会

保
健
課

産
業
建
設
課

地
域
企
画
課

地域おこし
協力隊

(H24年8月～)

四万十市西土佐
総合支所
支援体制

支援

大宮地区

４ （３）検討組織の立ち上げ
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４ （４）住民ワークショップの意見整理

番号 大宮の課題・不安の項目 意見数

① 集落活動サポート 28

② 生活支援サービス 37

③ 安心・安全サポート 36

④ 健康づくり 4

⑤ 防災活動 11

⑥ 鳥獣害被害対策 5

⑦ 交流・定住サポート 12

⑧ 農産物等の生産・販売 21

⑨ 特産品づくり・販売 2

⑩ その他 後継者問題 28

⑪ その他 雇用問題 20

⑫ その他 教育保育 12

⑬ その他 16

合 計 232

番号 大宮の良いところ・自慢の項目 意見数

① 人 29

② 物、施設（在ったもの） 15

③ 冠婚葬祭（集い） 40

④ 自然環境 43

⑤ 食 29

⑥ その他 15

合 計 171

番号 大宮の将来・したいことの項目 意見数

① 人口増、交流 36

② 産業振興・雇用 50

③ 生活関連 14

④ 集落等の活動 23

⑤ 福祉、防災、安心 15

⑥ その他 地域活性化 55

合 計 193

約６００の意見の整理

整理した意見を分野ごとに区分

「部会」による具体的な話し合いへ
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委員会（大宮地域振興戦略会議）

生
活
福
祉
部
会

環
境
部
会

農
林
部
会

加
工
販
売
部
会

体
験
交
流
部
会

役員会
（会長・副会長・事務局長

・監事・会計）

顧問
（学識経験者等）

（委員）
・分館長
・各行政区地区長
・各老人会代表
・各婦人会代表
・壮年代表
・若者代表
・各部会長
・NPOいちいの郷代表
・(株)大宮産業代表
・(農組)大宮新農業クラ
ブ代表

大宮地域振興協議会

会員：大宮地域住民
地域団体・組織

・大宮分館
・大宮上地区
・大宮中地区
・大宮下地区
・大宮上老人会
・大宮中下老人会
・大宮上婦人会
・大宮中下婦人会
・大宮上集落協定
・大宮中集落協定
・大宮下集落協定

地域内組織

連
携

調
整

協
力

地域内団体

（株）
大宮産業

NPO
いちいの郷

農事組合

法人（大宮新
農業クラブ）

連
携

調
整

協
力

４ （５）大宮地域振興協議会の設立

支援

県 市

大宮地区
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若
者
部
会

H25.9追加

H25.1.28設立



４ （６） 【大宮地域振興総合プラン】 ～支え合いの仕組みづくり～

大宮地域の集落が直面する課題

◆人口減少による地域唯一の生活用品店舗GSの運営継続が困難
◆共同作業等の地区行事の継続、田畑山等地域財産の維持が困難
◆十分な生活支援や福祉サービス等が受けられない
◆働く場が少なく若者が流出し、地域や産業を担う人材がいない

大宮集落活動センターの取り組み概要
（運営主体：大宮地域振興協議会）

■農地、山林、家屋等の共同管理
■草刈り等共同作業のサポート
■葬祭事業

旧大宮小学校区

■見守りの充実
■小規模多機能施設の充実
（あったかふれあいセンターの機能）

■福祉サービスの充実

①安心・安全サポート

■食料品等の店舗の維持・充実
■移動販売・宅配サービスの充実
■生活支援（買い物支援等）

②生活支援サービス

■地域内外交流イベントの実施
■体験メニューづくり
■交流サロン（憩いの場づくり）
■滞在交流体制づくり

④田舎暮らし体験交流

■おためし滞在、移住交流の推進
■若者定住・移住の相談、受入窓口
■空家調査
■婚活の実施

⑤移住・定住サポート

■環境美化活動
■災害時緊急時の体制
■自然エネルギーの導入検討

⑧環境保全活動

■地域資源を活用した加工品等の特
産品づくり
■大宮米のブランド化、販路拡大
■ふるさと便の販売

⑦特産品づくり・販売

③集落活動サポート

■野菜等の庭先集荷、出荷、販売促進
■契約栽培の実施（学校給食等）
■遊休農地、間伐林の活用
■鳥獣害対策
■大宮米のブランド化、販路拡大

⑥農産物等の生産、販売

課題を解決するための手段

雇用の場
（地域の若者、地域外からの移住者）

テーマ：「守り」から「守りの強化＋攻め（挑戦）」へ

中集落
■地域情報の発信
■インターン受入
■大宮ファン・サポーターづくり

⑨ネットワーク拡大

下
集
落

上
集
落

集落連携

活動拠点(大宮産業内)
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４ （７）その他の取り組み
■講演会の開催（H24年度3回）

■ふるさとインターンシップ（集落点検H24年9月）

■集落活動センター等各種研修会への参加

■移住体験ツアーへの協力（H25年3月 西土佐青年団主催）

■大宮ニュースの全戸配布（24年11月～毎月配布）

・集落活動センターの説明、スケジュール、ワークショップの意見

・部会、戦略会議の開催案内、話し合い内容の報告

・交流イベント情報など

インターンシップ（集落点検）講演会 移住体験ツアー
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大宮集落活動センター「みやの里」の開所
H25.5.26
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大宮集落活動センター「みやの里」
はじまる！・・・6月9日：「田植え体験」
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大宮集落活動センター「みやの里」
はじまる！・・・7月1日～「野菜の庭先集出荷」
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大宮集落活動センター「みやの里」

はじまる！・・・加工品開発 コスモス 竹林整備、
お助け隊etc

まだまだこれからです！
ご指導、ご支援よろしくお願いします！ 75



４．「小さな拠点」の形成に向けた手順
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出典：わかやま地域づくり読本（和歌山県農林水産部農業農村整備課）

ワークショップの全体イメージ
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出典：わかやま地域づくり読本（和歌山県農林水産部農業農村整備課） 78



出典：わかやま地域づくり読本（和歌山県農林水産部農業農村整備課）

地域づくりの実践展開の仕組みの構築
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出典：しまねの郷づくりカルテ 80



出典：しまねの郷づくりカルテ 81
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【実践に向けたポイントの解説】

○ 集落の存続に対する危機感や、地域の抱える課題の解決のために目指す方向を明確にし、
アクションを起こさなければならないことを地域住民全体として共有することが出発点。

※農林水産省HPで地域活性化に係る人材情報の検索が行えるサイトを紹介。
「地域活性化人材情報」 http://www.maff.go.jp/j/nousin/nousei/link/chiiki-jinzai.html

魅力ある農山漁村づくりに向けた実践のポイント

○ 地域住民の意識の共有に向け、住民全体での話合いを重ね、集落を維持していくための
永続的な取組を目指すようにする。

① 地域の課題や向かうべき方向を住民同士で徹底的に話し合う過程が重要。

② 家長だけの意見でなく、女性や若者の意見も聞いて、地域の現状の姿を再確認（１戸１票ではなく１人１票）。

③ 自由討議（ワークショップ）や住民アンケートは必須。先進事例の視察なども有効。

④ 活用できる政策や、相談できる人材とのつながりなど、あらゆるチャンネルからきっかけを見つけることも有効。

⑤ 必要に応じ地域再生マネージャーや６次産業化プランナー※、NPO法人など外部の声も

取り入れ、地域に埋もれた資源や人材を再発掘。

⑥ 話合いを積み重ね、地域の強みや取り組むコンテンツを明らかにすることが重要。

⑦ 住民サービス施設（行政窓口、集会所、診療所、商店など）や地域の魅力を伝える資源（棚田、屋敷林、祭り、

伝統芸能、郷土料理など）を再確認するため、地域マップを作成することも有効。

⑧ 地域づくりに継続的に取り組むため、地域住民が主体となった体制づくりを心がける。地域課題の解決に

向けて取組を進めてきた既存の組織を活用し、協議会を立ち上げることも１つの手法。

⑨ 過疎化・高齢化が進み、単独で取り組むことが困難な集落は、近隣集落の協力を仰ぎ、連携することも必要。
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（参考１） 外部の目線を入れ、多くの住民参加の話合いによって地域の将来ビジョン
を作成した例

【京都府南丹市世木地区の事例】

H24.9. ・ 京都府単独事業を活用し、府職員を「里の仕事人」として迎え入
れ。

H24.11. ・ 地区内の４集落から運営委員を選任し、「世木の里づくり委員会」
を設置。

H24.12.
～

H25.2.

・ 運営委員を４グループに分け、ワークショップを３回開催。
「地域の魅力と課題」、「すぐできること」、 「中長期に取り組む

こと」をテーマに話合い。

H25.3. ・ 地域づくりの先進地を視察。

H25.4. ・ 地域で取り組む課題を「里力再生計画」に取りまとめ。

H25.5～ ・ 「農業」「生活」［地域課題」の３グループに分かれ、具体策を討議。

◆ 世木地区 「里力再生計画」 の概要

以降、順次新たな取組を展開

・ 「ふるさと野菜便」の取組を開始

・ 京都駅ナカの直売スペースで黒大豆を販売

・ コメ乾燥機、黒大豆の殻取り機を導入

《農業》

・ 総務省の事業を活用して空き家を改装し、
田舎暮らし体験施設「世木の里『とまり木』」
を開設

・ 田舎暮らしを希望する若者グループと交流

《生活》

・ 集落ごとに地区看板を
作成

・ 婚活イベントを開催

《地域課題》

せ き

農
業
関
連

・ 丹波黒大豆のブランド化

・ 農作業の共同化

・ 農産物移動販売

生
活
関
連

・ 空き家の活用

・ 貸し農園

地
域
課
題
関
連

・ 地区看板の設置

・ 婚活イベント
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（参考２） 活動体制づくりの実践例

【 岡山県津山市阿波地区 】

事例２：取組を段階的に深化させた例

小田切徳美「農山村は消滅しない（2014：岩波新書）」より一部抜粋

総務部

事
務
局

津
山
市
役
所
（阿
波
支
所
） その他、行政やＮＰＯ、大学、企業など多様な主体の参加

部署・事業内容 主体組織

環境福祉部

農林事業部

エネルギー事業部

交流・発信部

・ 総務・人事、防災・防犯

・ 全地区的な催しの実施

・ 子どもの居場所づくり

・ 環境率先行動

・ 有機無農薬農法の実践、拡大

・ 支え合い（有償運送、除雪支援）

・ 農地の保全、集約化
・ 農産加工品の製造、販売
・ 有機無農薬農法の実践、拡大
・ 農林資源の活用

・ ＪＡ跡地の活用（ＧＳ運営、購買）
・ 木の駅事業
・ 再生可能エネルギーの導入
・ お試し住宅の管理

・ グリーンツーリズム事業の展開

・ 各種交流イベントの開催

・ あば村宣言等の普及・啓発

◎ あばグリーン公社（1999年）

◎ 合同会社あば村（2014年）

◎ あばグリーン公社（1999年）

第３セクターとして設立
（旧阿波村・農協・森林組合）

住民出資により設立
（160名から200万円の出資）

◎ ＮＰＯエコビレッジあば
（2011年）

第３セクターとして設立
（旧阿波村・農協・森林組合）

◎ 連合町内会阿波支部

釶打ふるさとづくり協議会

生活環境部会生産環境部会

構成団体

釶打地区町会連合会

釶打公民館

釶打地区女性会

釶打壮年団協議会

ＮＰＯなたうち福祉会

藤瀬霊水公園管理組合

上畠機械利用組合

西谷内アグリー ほか

（ステップ１）

（ステップ２）

（ステップ３）

昭和56年、地域の有志により
「釶打むらづくり推進会議」を設
立し、簡易なほ場整備や集会所
の整備などを実施。着実に成果
を上げる一方、集落間の対立な
どにより活動は停滞し、地域課
題への対応が困難に。

平成４年、「10集落はひとつ」
を掲げ再スタート。地域資源の
見つめ直しなど活動の幅を広
げたことをきっかけに、住民自
らが実践する機運が高まる。

平成20年からは、地域外か
らの視点や知恵を取り入れた
地域資源の活用を推進。

平成27年１月には、農業の
担い手となる、農業生産法人
を設立。

「エコビレッジあば構想」の
実現のため設立

あ ば なたうち

「農事組合法人なたうち」（集落型営農組織）

ふるさとづくり協議会が進める農家の雇用の創出と所得向上の一環
として地域の有志農家にて設立。「釶打米」のブランド化や後継者確保
を図り、個人では限界のある持続可能な営農に向けた取組を推進。

事例１：既存の活動組織を活用した例

【 石川県七尾市釶打地区 】

あ
ば
村
運
営
協
議
会

2014年
設立

…既存組織
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５．活動イメージ
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魅力ある農山漁村づくりに向けた実践のポイント②

○ 永続的な取組を実現するためには、最終的には補助金に依存することなく、自立的に活動
を続けられるようにすることが必要であり、そのためには、地域全体の所得のかさ上げを図
ることが重要。

【実践に向けたポイントの解説】

○ 目指すのは、地域外で生じていた付加価値を地域内で生み出したり、地域外に流出してい
たお金を地域内で循環させること。

① 地域に埋もれた未利用資源の再発見や既存の農林水産物の活用を進める中で、加工・販売への

取組や新たな顧客開拓などの高付加価値化により新たな収入源を模索する。

② 地域全体の所得のかさ上げに向けた取組例

・ 地域内の暖房用燃料の一部を灯油から地域資源である木質バイオマスに置き換える。

・ 地域内で使用される肥料の一部を地域内の家畜排泄物を堆肥化したものに置き換える。

・ 学校給食用の食材の一部を地元産の農産物に置き換える。（野菜、果物、米など）

・ 農協出荷している農産物の一部を地域内で加工・販売し、地域内で付加価値を生み出す。

・ 地元に水揚げされた水産物のうち、少量多魚種のため流通に乗せられず、これまで廃棄されてきた地魚

（雑魚類）を道の駅や民宿などで提供する。

・ 山間部や奥地で出荷手段のない高齢農家が生産した農作物を、戸別に庭先を巡回して集荷することにより

まとめて出荷する。

・ 農畜産物や棚田のオーナー制度などにより都市住民（ヒトとカネ）を呼び込む。

・ 自然環境を活かし、都市住民を対象としたトレッキングやカヌー、古民家宿泊などが体験できるサービスを提供

する。

③ 女性の目線・意見は大事。地域外の人々の参画も効果的。 93



小田地区における２階建ての集落営農・地域づくり体制

米粉パンの販売額と入客数の推移

17,453人（小田店） 13,112人（西条店）

31,323千円

30,476千円

20,463千円

26,449人（小田店）

22,467人（小田店）
（千円）
（人）

注）平成26年10月に西条店（２号店）を開店

小規模稲作主体で農業所得が少なく、過疎化・高齢化も進んでいた小田地区は、東広島市への編入が持ち上がった際、都市の僻遠地域として行政サービスが
切り捨てられるのではと危惧し、２階建て方式の集落営農を開始。

農事組合法人により集積された農地で、水稲だけでなく大豆、小麦、そばのほか各種野菜を多角的に作付け、収益を向上。
更なる経営の安定化を図るため、多角化の一環として、３年前に米粉パン部門を新設し、米粉パンの製造・販売を開始。

○ 農産物の出荷を共同化するとともに、地域資源の高付加価値化などに取り組み、地域内で安定した収益を上げて地域に還元。

○ 住民の共同活動を促進することは、農地や地域資源の維持にも寄与。

【農事組合法人 ファーム・おだ（広島県）】

（参考１）集落営農組織を発展させ、米の加工を手がけ、地域の所得をかさ上げした例

［２階部分］

［１階部分］

地域住民のコミュ
ニティ活動・自治
の単位

旧農協＋商工会
の活動の復活体
としての集落営
農法人

農事組合法人
ファーム・おだ
・農業生産部門
・米粉パン部門

寄りん菜屋協議会
・レストラン
・加工・直売

廃校になった小学校舎を公民館＋診療所として活用。
ここを拠点に旧村の住民自治活動組織「共和の郷・おだ」

＝手づくり役場

（単位：千円）

パン売上
31,000

域内収益
10,000

地域外へ
25,300

補填等
5,000

人件費等
10,000

収入額 36,000

注）同法人の農業生産部門からパン部門での赤字相当分を補填。

域外
人件費
5,300

原材料費
9,200

その他
8,000

動力光熱費 1,400 減価償却費 1,400

製粉作業、施設維
持、広告宣伝等の
一部を市内の業者
に発注

具材（野菜、果物等）の
一部を市内から調達

大半は市内
から雇用

○ 平成24年4月に米粉パンの製造・販売店「パン＆米夢（パン

トマイム）」を開店。平成26年10月に西条店（２号店）を開店。

○ 域内における域内収益及び域内還元を試算すると、小田

地区への支出は全体の約30％となる。さらに市内からの原

料調達や市内業者への事業発注を増やした結果、市内への

支出は全体の半分を超えて

いる。

○ 今後、地域の小中学校で給

食として提供する可能性を探

るなど、地域への利益還元を

さらに進める構想。

米粉原料費 700（農業生産部門から購入）

域内還元
700

※「集落・地域ビジョンづくり 希望と知恵を「集積」する話し合いハンドブック」 農文協・編 楠本雅弘・解説及び農事組合法人ファーム・おだ 2014年決算資料等を参考に作成

約30％

へきえん
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販売額 9,000

域内収益
8,600

域内収益 地域外へ
700

(単位：千円)

人件費
1,800

1,800 

車両借上料等

700

（注１）販売額の５%程度を集荷手数料として徴収

農産物等庭先集荷サービス（新潟県上越市）

中山間地域である本地域では、近年、高齢化が進捗。
出荷手段を持たない多くの高齢の生産者は自家消費できない農産物を廃棄せざるを得なかった。
しかし、庭先集荷サービスの実施により、地域で生産された農産物を無駄なく出荷できるようになった。
例え少額であっても新たな所得が生まれたことにより、特に高齢の生産者からは「生きがい」となっている
との声が多い。

農家手取

集荷
手数
料

市補助金

7,300 2,100
400

実出荷者数 79名

実施地区数 10地区

○ 山間部や奥地で出荷手段のない高齢農家が生産した農産物を、個別に庭先に巡回して集荷
することによりまとめて出荷。

○ 集荷に携わる若者等の人件費としても地元に還元。

（参考２） 小さな地域でできることから取組を進め、収益を上げている例

販売
手数料

（直売所等）

1,300

（注２）販売額の15%程度を集荷手数料として徴収

集荷サービスの様子
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（参考１）集落住民の出資による企業組合の発足 〔さんぽく生業の里企業組合（新潟県 村上市 山熊田地区）〕
むらかみ や ま く ま だ

企業組合の皆さん

しな織りの伝承

※日本三大古代織りの１つ。しなの木の皮からできる糸で「しな布」を織り上げる。「羽越しな布」は平成17年に国の伝統工芸品に指定されている。

昭和61年
旧山北町商工会（現 山北商工会）が取り組んだ村おこし事業で、「しな布」をテーマとした地域活性化策

を策定。

平成10年 国際交流の一環としてフランスでの「しな織り」※の実演展示イベントに参加。

平成12年・春 イベント参加を契機に高まった地域おこしの意識を糧に具体的な活動を開始。

平成12年10月
集落内５世帯で各100万円ずつ、集落外の賛同者８人から550万円の出資を得て、「さんぽく生業の里企

業組合」を設立。

平成12年12月 県・町の補助も活用し、空き家を改修して体験工房を整備。

○ 地元の女性を中心に、しな布のほか、アク笹巻き、トチ餅など特産品の製造販売、郷土料理の提供や伝統農法の焼畑で生産

される赤カブ摘みなどの生業体験を手がけている。

○ しな布の原材料や食材を地元から仕入れることにより、住民全体が地域の活動に対して関心を持つようになった。

魅力ある農山漁村づくりに向けた実践のポイント③

○ 地域で取り組む活動の永続性を更に高めるためには、活動組織の法人化が有効。
○ 法人化の目的は、農地など地域資源の維持・管理、地域活動の継続。

【実践に向けたポイントの解説】

④ 法人化により社会的な信頼が向上することで、ふるさと投資（クラウドファンディング）などを介した都市部の資金
の呼び込みが容易となることも期待。

② 地域で活躍する法人組織は、利益のみを追求するのではなく、農地など地域資源の維持・管理や住民生活の利便
向上、利益の地域還元を目指すことで、住民出資への協力など地域が一体となった継続的な活動が期待。

③ ビジネスを営みつつ、地域の課題解決に取り組み、地域コミュニティの活性化に寄与する、「ソーシャル・ビジネス」
に取り組むことで、地域に密着し、住民からも受け入れられる息の長い取組につながることが期待。

① 事業活動を継続的に進めるためには、資金調達・雇用の安定化を図る視点から、新たな法人組織を立ち上げる
ことが効果的。
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（参考２） 地域の課題解決に継続的に取り組む組織の例

 復興の推進母体づくり
漁業者の要望に応えてＣＡＳ※を導入。生産組合と「とれたて市

場」を結ぶコールドチェーンが形成され、鮮魚を中心としていた事業
モデルから、冷凍加工品を中心とした事業にシフト。

※セル・アライブ・システム： 解凍後もドリップがないなど高品質の冷凍保存が可能。

事例２： （有）三陸とれたて市場（岩手県大船渡市）

 女性の仕事づくり
女性グループによる鮮魚の加工・販売を開始（漁師のおつまみ研

究所）。漁師の台所料理（＝食文化）は消費者が知らないことも多く、
商品と一緒に産地の食文化をも流通させることで、魚介類の高付加価
値化を目指す。

社内作業の様子
（ジョブカフェ気仙ＨＰより）

【取組の概要】

東日本大震災により、津波で社屋から資材まで全てを失ったことを
逆手に取り、生産・加工・流通・卸・販売を一連で担う新たな水産事業

のモデルを構築し、地元漁業者への利益の還元に取り組んでいる。

事例１： （株）吉田ふるさと村（島根県雲南市）

【取組の概要】

林業の衰退により地域の人口流出が進行。この状況に危機
感を持った村民が、雇用の場の創出と地域経済の活性化を目
的に行政とともに「(株)吉田ふるさと村」を設立。

設立に当たり、100人を超える村民から、「村を何とかして
ほしい」との思いがこもった2,750万円の出資を得た。地元農
産物を活用した加工品を販売しつつ、地域住民の生活利便の
向上にも取り組んでいる。

 地元農産物を活用した加工品の製造・販売
地元の農産物を主に、国内産にこだわり、保存料などを

使わない加工品を製造。卵かけご飯専用醤油の「おたまはん」
をはじめ、地元の餅米で作ったお餅、焼肉のたれ、ドレッシ

ングなど、約50種類の商品を製造・加工し販売している。

 地域の水道事業
雲南市（特に吉田町内）の上

水道敷設や合併浄化槽の設置工
事、一般家庭の給排水衛生設備
工事を実施。雲南市からの委託
を受け吉田町内10ケ所、木次町
内２ケ所の浄水場、ポンプ施設
などを点検管理している。

 地域バスの運転業務
旧吉田村が民間バス会社を引

き継ぎ運行していた地域バスの
運転を業務委託により実施。旧
吉田村内を対象としたデマンド
型バスの他、雲南市全域を結ぶ
広域路も運行している。

卵かけご飯専用醤油

地域の水道事業

地域バスの運転業務

事例３： NPO法人 えがおつなげて（山梨県北杜市）

 農村ボランティア制度
都会の若者を中心とした農村ボランティアとともに耕作放棄地を

開墾し、農薬や化学肥料を使わずに野菜を栽培（えがおファーム）。

【取組の概要】

「NPO法人えがおつなげて」では、農村ボランティア制度や企業と農
村をつなぐ活動（連携プロジェクト）により、耕作放棄地の解消を推進

し、農地の維持・管理に取り組んでいる。

 企業と農村をつなぐ活動
10社の企業と連携して耕作放棄を開墾し、企業毎に特色ある農地

の利用（社員研修、顧客の体験ツアー、商品開発等）を実施（企業

ファーム）。

う ん な ん し お お ふ な と し

ほ く と し
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（参考３） ふるさと投資を活用した取組例

・ 地域資源を活用した事業の立上げ・拡張に必要な資金を調達する手段として、ふるさと投資(クラウドファンディング)
の仕組みに注目。

・ 取組の趣旨に賛同する多数の人々から、少額ずつ資金を集めることが可能。
・ 地域外の人々との結びつきを深め、地域の応援団を全国に広げるきっかけとしても期待。

事例１：共有の森ファンド（岡山県西粟倉村） 事例２：住宅建設ファンド（新潟県十日町市）

基本情報 （単位：千円）

目標金額 49,400千円

達成金額 49,400千円（988口）

1口金額 ５万円

使用資金の
内訳

・ 高性能林業機械の購入費用
・ 木材品質を高めるＦＳＣ認証

の取得費用

投資家への
リターン

事業収益による配当金に加え、
・ 西粟倉村「森の学校」施設内

への出資者名プレートの設置
・ 村内施設の利用割引券
・ ネットショップでの特別割引

【取組の概要】

また、取組に対する口コミをきっかけに、活動に賛同するＩターン
者の若者による起業が相次ぎ、木材を核とした「地域内経済循環」
の構築が進むなど、地域の新たな動きにも結びついている。

地域外の投資家を西粟倉村の新たなファンとして捉え、農産
物の定期購入や様々なツアーなどにつなげることで、都市農村
交流による農業振興や観光振興など活性化に寄与。

（百年の森投資ツアー）

（Iターンの若者達による起業）

岡山県西粟倉村では、自治体が進める「百年の森林構想」の

推進に際して、補助金だけに依存しない活動体制構築の一助と
して、クラウドファンディングを活用し、林業機械を導入。

【取組の概要】

基本情報 （単位：千円）

目標金額 1,000千円

達成金額 1,486千円

1口金額 ３千円～

サポート者数 59人

使用資金の
内訳

・ 建物建設費用

投資家への
リターン

サンクスメールと建設功労者として氏名掲載
のほか、
・ 10千円・・魚沼産こしひかり ５ｋｇ
・ 30千円・・魚沼産こしひかり ５ｋｇ×３回
・ 60千円・・魚沼産こしひかり ５ｋｇ×６回
・ 100千円・・魚沼産こしひかり ５ｋｇ×12回

投資家

（移住者用住宅 めぶき）

（ファンドを活用した集落の人々）

新潟県のＮＰＯ法人十日町市
地域おこし実行委員会では、限界
集落を解消し、安定的な食料生産
を守るため、これからの農業後継者
が暮らすための住宅を地域の住民
参加で建設するプロジェクトを発足。

住宅建設に必要な資金の一部を
クラウドファンディングにて調達。

この取組に賛同する人々より資金
が集まり、目標とする金額を上回る
ほか、ＳＮＳなど情報の発信による
宣伝効果も得られた。

出資

出資 分配

ＣＦプラット
フォーム提供

林業機械
レンタル

【林業機械購入】

赤井厚雄ほか「ふるさと
投資のすべて（2013）」
より一部抜粋

作業委託等

販売支援

にしあわくらそん とおかまちし
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